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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信機器と第２の通信機器との間で通信し、前記第２の通信機器からの動画取得
要求に応じて前記第１の通信機器から動画主画像を通信により取得する動画取得方法にお
いて、
　前記第１の通信機器は、動画主画像に対して静止画サムネイル及び動画サムネイルを共
通の画素数で作成し、
　前記第２の通信機器は、前記第１の通信機器に対して動画主画像に対する静止画サムネ
イルを要求し、該第１の通信機器から静止画サムネイルを取得するとともに、該静止画サ
ムネイルを表示し、
　前記第２の通信機器は、前記表示された静止画サムネイルに基づいて１つの静止画サム
ネイルを選択し、前記第１の通信機器に対して前記選択した静止画サムネイルに対応する
動画サムネイルを要求し、該第１の通信機器から動画サムネイルを取得するとともに、該
動画サムネイルを動画として表示し、
　前記第２の通信機器は、前記表示された静止画サムネイル又は動画サムネイルに基づい
て前記第１の通信機器に対して所望の動画主画像を要求し、該第１の通信機器から動画主
画像を取得することを特徴とする動画取得方法。
【請求項２】
　前記第１の通信機器は、動画主画像に対する動画サムネイルを作成する際に、前記第２
の通信機器から該第２の通信機器が表示可能な動画サムネイルの仕様を取得し、その仕様
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を満たす動画サムネイルを作成することを特徴とする請求項１に記載の動画取得方法。
【請求項３】
　前記第２の通信機器は、前記動画サムネイルの取得後に該動画サムネイルを表示するこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の動画取得方法。
【請求項４】
　前記第２の通信機器は、前記動画サムネイルをストリーム画像として実時間で取得しな
がら表示することを特徴とする請求項１又は２に記載の動画取得方法。
【請求項５】
　前記第１の通信機器は、前記静止画サムネイルのデータ量とその転送時間から前記第２
の通信機器との間の実行転送レートを計算し、この実行転送レートにより前記動画サムネ
イルのサイズを調整することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の動画取得方
法。
【請求項６】
　前記第１の通信機器は、前記静止画サムネイルのデータ量とその転送時間から前記第２
の通信機器との間の実行転送レートを計算し、前記動画サムネイルの単位時間当たりデー
タ量が前記実行転送レートを超えない最大の値となるように前記実行転送レートにより前
記動画サムネイルのサイズを調整することを特徴とする請求項４に記載の動画取得方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、動画取得方法に係り、特に動画主画像から動画の縮小画像である動画サムネ
イルを生成して携帯端末に送信して表示することが可能な動画取得方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
格納された複数の画像データから希望する画像データを容易に検索すること、及び、画像
データ受信装置に対して希望する画像データを容易に検索するためのデータを提供する画
像データ格納装置が、特開平１０－１６４４８３の公報に示されている。
【０００３】
当該公報に示されている画像データ送信装置１では、先ず解像度の低い静止画（インデッ
クス画像α）を撮像し、その後指定解像度による動画又は静止画（詳細画像β）を撮像し
、両画像データを同一ファイルに格納する。画像送信装置１に蓄積した複数ファイルの中
から１ファイルを特定して、その詳細画像データβを受信装置２で受信しようとする場合
、画像送信装置１は各ファイルからインデックス画像αを全て送信する。画像受信装置２
では、受信したインデックス画像αを１２個づつ一覧表示することで、各ファイルの内容
を的確に確認できる。画像受信装置２では、送信希望するファイルを指定することで、画
像送信装置１から詳細画像データβを受信するように構成されている。
【０００４】
また、特開平１１－３３４６号の公報には、動画像を特徴づける代表シーンを動画像ファ
イルの先頭付近に格納することにより、複数の動画像ファイルの視覚的管理を実現する動
画像ファイル管理装置が示されている。
【０００５】
当該動画像ファイル管理装置のファイル管理部は、代表シーンが未登録である動画像ファ
イルに対しては、代表シーン登録部で代表シーンを登録するように指示を出す。代表シー
ン登録部は、動画像ファイルを再生しながら代表シーン候補作成部でシーンの変わり目な
どを検出するシーンチェンジ検出部で自動的に代表シーン候補を検出し、その動画像を特
徴づける代表シーン候補となる画像を蓄積する。ファイル管理部は、代表シーン登録部が
格納した代表シーンをファイルから取り出し、サムネール表示と合わせて、一般的なオペ
レーティングシステムのファイル管理情報や動画像固有の情報をリスト表示するファイル
一覧表示部で構成されている。
【０００６】
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また、特開平１１－２８４９４８号の公報には、１つの画像データに対して複数枚のサム
ネイルを作成し、この際、動画像データの複数枚のフレームＴ１、Ｔ２、…Ｔｎを取り出
し、それらを用いて複数枚のサムネイルを作成するか、あるいは１枚のフレームＴ１を取
り出し、それを用いてサイズの異なるサムネイルを複数枚作成するサムネイル作成方法及
びサムネイル表示方法が示されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開平１０－１６４４８３の公報に示されている画像データ格納装置では
、動画又は静止画を転送する場合において、転送元において各画像の見出し画像を作成し
て転送先に予め送信し、転送先で見出し画像を確認して、取得する画像を決定して画像の
送信を開始するものである。したがって、利用者が動画を選ぶ際に、動画から作成した静
止画の見出し画像を閲覧して画像を選ぶことしかできなかった。動画は刻々シーンが変わ
るとともに、後の方でどのような画像が含まれているかわからないので、利用者が所望の
動画像を選択する際に静止画サムネイルのみを用いるのは、いささか情報が不足している
と言わざるを得ない。したがって、利用者が静止画サムネイルのみを閲覧して動画を選択
するという作業は、なかなか所望の動画を選択することができないという不具合を生じて
いた。
【０００８】
また、特開平１１－３３４６号の公報に示されている動画像ファイル管理装置は、動画を
代表する見出し画像として、静止画サムネイルを動画に貼付して、動画の内容確認に使用
するものである。したがって、上述の発明と同様に利用者は所望の動画を選択することが
できないという不具合を生じていた。
【０００９】
また、特開平１１－２８４９４８号の公報に示されているサムネイル作成方法及びサムネ
イル表示方法は、動画の見出し画像として動画のシーンチェンジを検出してそのシーンチ
ェンジ直後の画像に対応するフレームからサムネイルを自動的に生成する発明であるため
、利用者による動画像の選択が幾分容易となる。しかし、シーンチェンジ部の検出がうま
く行かない場合には上記の各発明と同様に、利用者が所望の画像を選択することができな
いという不具合を生じていた。
【００１０】
ＰＤＡ（Personal Data Assistance）や携帯電話といった通信機器を利用者が操作して、
電子カメラ等の他の通信機器内に記録されている複数の画像ファイルの内容を閲覧する場
合（プルモデルを利用する場合）には、利用者が操作する携帯型の通信機器には表示手段
の表示能力（画素数や階調）や画像データの記録容量に制限があるため、受信した画像デ
ータを表示に適合するように変換する処理を実施する必要があった。
【００１１】
また、利用者が操作する携帯型の通信機器に設けられている近距離通信インターフェース
の通信速度は、動画を転送するにあたって決して十分な通信速度を有していないのが一般
的である。したがって、従来の通信インターフェースでは、一覧表示のために動画像を転
送すると画像の転送に時間がかかり、使い勝手が悪いという不具合を生じていた。また、
動画は画像のフレーム数が多いため転送に時間がかかるが、利用者が動画の内容を確認す
る場合には、やはり直接動画を閲覧して選択するのが良い。
【００１２】
また、従来では、動画像を携帯端末等の通信機器に送信する際に、送信先の通信機器が有
する動画像の再生環境（表示画像の画素数や階調、フレームレートなど）や、通信におけ
る情報の実効通信速度といったシステム全体の環境条件が勘案されないために、実際に必
要な画像情報量よりもはるかに過大な情報量を有する動画像を送信するという無駄を生じ
ていた。
【００１５】
　本発明は、動画主画像に対応する静止画サムネイル及び動画サムネイルを併用すること
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で所望の動画主画像を最小限のデータ通信量で確認し、その確認した動画主画像を取得す
ることができる動画取得方法を提供することを目的としている。
【００２３】
【課題を解決するための手段】
　本発明は前記目的を達成するために、第１の通信機器と第２の通信機器との間で通信し
、前記第２の通信機器からの動画取得要求に応じて前記第１の通信機器から動画主画像を
通信により取得する動画取得方法において、前記第１の通信機器は、動画主画像に対して
静止画サムネイル及び動画サムネイルを共通の画素数で作成し、前記第２の通信機器は、
前記第１の通信機器に対して動画主画像に対する静止画サムネイルを要求し、該第１の通
信機器から静止画サムネイルを取得するとともに、該静止画サムネイルを表示し、前記第
２の通信機器は、前記表示された静止画サムネイルに基づいて１つの静止画サムネイルを
選択し、前記第１の通信機器に対して前記選択した静止画サムネイルに対応する動画サム
ネイルを要求し、該第１の通信機器から動画サムネイルを取得するとともに、該動画サム
ネイルを動画として表示し、前記第２の通信機器は、前記表示された静止画サムネイル又
は動画サムネイルに基づいて前記第１の通信機器に対して所望の動画主画像を要求し、該
第１の通信機器から動画主画像を取得することを特徴としている。
　前記第１の通信機器に対して所望の動画主画像を要求する第２の通信機器は、まず、動
画主画像に対応する静止画サムネイルを第１の通信機器に要求し、静止画サムネイルを取
得して表示する。続いて、静止画サムネイルから所望の動画主画像かどうかを確認する場
合、その静止画サムネイルに対応する動画サムネイルを前記第１の通信機器に要求し、動
画サムネイルを取得して動画として表示させる。このようにして動画主画像を確認して所
望の動画主画像を確実に取得するようにしている。尚、静止画サムネイルで所望の動画主
画像が特定可能であれば、この静止画サムネイルに関連して動画主画像を直ちに取得する
ようにしてもよい。
【００２４】
【発明の実施の形態】
　以下添付図面に従って、本発明に係る動画取得方法の好ましい実施の形態について詳説
する。
【００２５】
図１は、本発明に係る画像処理装置の一形態である電子カメラの外観斜視図である。
【００２６】
同図に示すように、画像処理装置の一形態である電子カメラ１０には、被写体像を撮像手
段に結像させる撮影レンズが収納されているレンズ鏡胴１００と、電子カメラ１０の機能
の起動及び停止を指示する電源スイッチ１０５と、利用者が撮像及び音声の記録を指示す
るレリーズボタン１０６と、電子カメラ１０に備えられている各種のモードを設定するモ
ード切替ダイヤル１０７とが設けられている。
【００２７】
また、電子カメラ１０には、表示手段１６８に表示されている項目から所望の項目や画像
を取り消す際に操作する取消ボタン１０９と、所望の項目にカーソルを移動してその項目
を選択実行する指示を入力する実行ボタン１１０と、表示手段１６８に設定項目のメニュ
ー表示を指示するメニューボタン１１１と、表示手段１６８に表示されているカーソルを
移動させる際等に利用する十字ボタン１１３とが設けられている。
【００２８】
また、電子カメラ１０には、無線通信によって外部の通信機器（携帯端末等）と情報の送
受信を実施する場合に搬送波及びデータを送受信するアンテナ１５６と、有線の通信を行
う際の通信ポートとなる通信コネクタ１６２と、撮像した画像や電子カメラ１０の処理及
び操作に関する情報を表示する表示手段１６８と、表示用の画像信号を外部の機器に出力
する出力ポートである画像信号コネクタ１７３と、画像や音声等の情報を記録する挿抜可
能な記録媒体１７７とが設けられている。
【００２９】
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なお、同図に示す例では、表示手段１６８には利用者が撮像した画像が再生表示されてお
り、併せて現在電子カメラ１０に設定されている処理モードの情報や、撮像時の画像の圧
縮率の情報、当該画像のコマ番号表示１０４が表示されている。
【００３０】
図２は、本発明に係る画像処理装置の一形態である電子カメラの信号処理系ブロック図で
ある。
【００３１】
撮像手段を備えた画像処理装置の一形態である電子カメラ１０の画像処理部には、被写体
の像を受光面に結像させて光電変換し、画像信号として出力する撮像手段１５０と、画像
サイズの変更、シャープネス補正、輪郭処理、コントラスト補正等の処理をアナログ信号
に対して行う画像処理手段１５３と、アナログの画像信号をデジタルの画像データに変換
するＡ／Ｄ変換器１５４とが設けられている。
【００３２】
また、他の通信機器と情報の送受信を実施する電子カメラ１０の通信手段は、画像データ
等の情報を電波等の搬送波に乗せて送受信するアンテナ１５６と、情報処理手段やメモリ
から取得した画像データその他の情報を他の通信器機に送信又は他の通信機器から受信す
るための送受信手段１５７（送信手段、受信手段）と、画像データ等の情報を他の通信機
器と通信ケーブルを介して送受信する通信コネクタ１６２とから構成されている。
【００３３】
また、電子カメラ１０には、画像データ等の情報をＪＰＥＧ－２０００等に示される手法
で圧縮処理又は間引き処理を施したり圧縮した画像データ等を伸張展開処理する圧縮伸張
手段１６７と、表示手段１６８に表示する各種の文字やメッセージのデータ等を画像とと
もにオンスクリーンディスプレイするＯＳＤ１６９と、表示用の画像データを一時的に記
憶しておくフレームメモリ１７１と、デジタルの画像データを表示用のコンポジット信号
等に変換するＤ／Ａ変換器１７２と、外部の表示用機器に表示用の信号を出力する画像信
号用のコネクタ１７３（図２には図示せず）とが設けられている。
【００３４】
また、電子カメラ１０には、電源スイッチ１０５やレリーズボタン１０６、モード切替ダ
イヤル１０７、取消ボタン１０９、実行ボタン１１０、メニューボタン１１１、十字ボタ
ン１１３等から構成される入力手段１７４と、入力手段１７４を介して入力された入力情
報及びＬＥＤ等の表示用の情報を入出力するＩ／Ｏ１７５と、記録媒体１７７を着脱可能
に装着する記録媒体装着部１７８と、記録媒体１７７に対して画像データ等の情報を記録
したり読み出したりする記録媒体インターフェース１７９とが設けられている。なお、記
録媒体１７７は、メモリーカード等の半導体や、ＭＯ等に代表される磁気記録式、光記録
式等に代表される着脱可能な記録媒体である。
【００３５】
また、電子カメラ１０には、電子カメラ１０全体の制御を行うとともに画像データのサン
プリングタイミング制御、画像データの記録制御、通信制御、画像及び音声の記録に関す
る制御、表示制御、画像処理制御等の制御を行う情報処理手段１８０（動画サムネイル生
成手段、静止画サムネイル生成手段、画像記録手段）と、情報の書き換えが可能であると
ともに記憶した調整用の各種定数等の情報を電源遮断後も記憶し続けることが可能な不揮
発性メモリ１８２と、電子カメラ１０の機種名、製造番号等の固有の識別情報、動作プロ
グラム、各定数、表示に関する情報等が記憶されているＲＯＭ１８３と、プログラム実行
時の作業領域となる高速読み書き可能な記録手段であるＲＡＭ１８４とが設けられている
。
【００３６】
また、電子カメラ１０には、時を刻むカレンダ時計１９０と、情報処理手段１８０の指示
に基づいて時間を計数するタイマ１９０Ａと、撮像時に被写体に光を発光して光量不足を
補う発光手段１９３と、該発光手段１９３の発光タイミングや発光する光量の調節を行う
発光制御手段１９４とが設けられている。
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【００３７】
同図に示すように電子カメラ１０の情報処理手段１８０とその周辺の各回路はバス１９９
で接続されており、互いに情報の伝達を高速で行うことが可能であるとともに、情報処理
手段１８０が実行する処理プログラムに基づいて周辺の各回路を制御することが可能とな
っている。
【００３８】
情報処理手段１８０は、タイマ１９０Ａに対して時間を設定することによって、通信のタ
イムアウトの監視や、静止画サムネイル等の情報の送受信に必要な転送レート又は転送時
間の測定を行うことが可能となっている。
【００３９】
情報処理手段１８０（動画サムネイル生成手段）は、記録媒体１７７又はＲＡＭ１８４等
の記録手段に記録されている動画主画像又は撮像した動画像に対して、動画像の画素数若
しくは階調を減少する処理を実施した動画サムネイルを生成することが可能となっている
。また、情報処理手段１８０（動画サムネイル生成手段）は、動画像のフレーム数を減少
させる処理を実施した動画サムネイルを生成することが可能となっている。
【００４０】
また情報処理手段１８０（静止画サムネイル生成手段）は、動画主画像の最初のコマ又は
シーンチェンジ後の最初のコマ等の代表画像に対して、画素数若しくは階調を減少する処
理を実施した静止画サムネイルを生成することが可能となっている。
【００４１】
また情報処理手段１８０（画像記録手段）は、動画主画像と生成した動画サムネイル及び
静止画サムネイルとを関連付けて記録媒体１７７に記録することが可能となっている。ま
た情報処理手段１８０は、送受信手段１５７（送信手段）に対して動画主画像と前記動画
サムネイルとを関連付けて携帯端末等の他の通信機器に送信する指示を出力することが可
能となっている。
【００４２】
また、送受信手段１５７（受信手段）は、携帯端末等の他の通信機器から動画サムネイル
の画素数若しくは階調、又はフレームレートに関する動画サムネイル情報を受信すること
が可能となっている。また、送受信手段１５７（受信手段）は、携帯端末等の他の通信機
器から静止画サムネイルの画素数若しくは階調に関する静止画サムネイル情報を受信する
ことが可能となっている。
【００４３】
また、情報処理手段１８０（動画サムネイル生成手段）は、前記受信した動画サムネイル
情報に基づいて、記録媒体１７７又はＲＡＭ１８４等の記録手段に記録されている動画主
画像に対して動画像の画素数若しくは階調を減少する処理を実施した動画サムネイルを生
成することが可能となっている。また情報処理手段１８０は、前記受信した動画サムネイ
ル情報に基づいて動画像のフレーム数を減少させる処理を実施した動画サムネイルを生成
することが可能となっている。また情報処理手段１８０（静止画サムネイル生成手段）は
、前記受信した静止画サムネイル情報に基づいて記録媒体１７７又はＲＡＭ１８４等の記
録手段に記録されている動画主画像の代表画像に対して、画素数若しくは階調を減少する
処理を実施した静止画サムネイルを生成することが可能となっている。
【００４４】
図３は、モード切替ダイヤル１０７に設けられている各種設定モードの表示を示す図であ
る。
【００４５】
同図によれば、モード切替ダイヤル１０７には、近傍に存在するパソコンや携帯端末等の
他の通信機器と無線通信を実施する通信モード（図３には、Ｗｉｒｅｌｅｓｓと記載）と
、記録されている画像の再生を実施する再生モード（図３には、Ｐｌａｙと記載）と、静
止画撮影を実施する静止画撮影モード（図３には、Ｃａｍと記載）と、動画撮影を実施す
る動画撮影モード（図３には、Ｍｏｖと記載）と、日付、撮影モード、撮影画素数、電源
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のオートオフ時間の設定、警告音の音量等を設定するセットアップモード（図３にはＳｅ
ｔｕｐと記載）とが記載されている。利用者がモード切替ダイヤル１０７を操作すること
によって、電子カメラ１０の処理モードを所定のモードに設定することが可能となってい
る。
【００４６】
上記のとおり構成された電子カメラ１０の撮像処理について説明する。
【００４７】
撮像する被写体像は、撮像レンズによって撮像手段１５０の受光面に結像され、結像した
被写体像は光電変換されて画像処理手段１５３に出力される。画像処理手段１５３では、
この画像信号に対して相関二重サンプリングや増幅、ノイズの低減処理等の画像処理を実
施し、Ａ／Ｄ変換器１５４に出力してデジタルデータに変換する。
【００４８】
該デジタルデータに変換した画像データは、情報処理手段１８０の指令により画像のホワ
イトバランスやガンマ補正、ＹＣ変換、ズーム処理、画素数変換処理等の画像処理が施さ
れた後に、一時期ＲＡＭ１８４に記憶される。
【００４９】
情報処理手段１８０は、表示用の画像データをフレームメモリ１７１に転送する。フレー
ムメモリ１７１に記憶された画像データは、逐次Ｄ／Ａ変換器１７２に伝達され、ＯＳＤ
１６９から発生されるキャラクタ等の情報とともに表示手段１６８に表示される。
【００５０】
利用者が、入力手段１７４に設けられている撮像指示のためのレリーズボタン１０６を押
すと、情報処理手段１８０は被写体を撮像するモードに入る。静止画像を撮像する場合に
は、一般には２段式のレリーズボタン１０６を用いて、１段目をＡＥやＡＦの調節等の撮
像の準備に使用し、２段目を実際の撮像の指示に使用する。また、動画像を撮像する場合
には、レリーズボタン１０６を押している間だけ動画像の撮像を実施するようにしてもよ
いし、レリーズボタン１０６をダブルアクションにしておき、レリーズボタン１０６の押
下する毎に撮像開始／撮像停止を指示するようにしてもよい。
【００５１】
画像を記録媒体１７７に記録する場合には、情報処理手段１８０がＲＡＭ１８４に記憶さ
れている画像を逐次読み出して、画像のホワイトバランスやガンマ補正、ＹＣ変換、ズー
ム処理、画素数変換処理等の画像処理を施した後に、圧縮伸張手段１６７に転送して、画
像の圧縮処理を実施する。情報処理手段１８０は、その圧縮処理した画像データと、その
画像を撮像した際の撮像条件等の付属情報とを関連付けて、一つの画像ファイルを生成し
て、再び一時期ＲＡＭ１８４のＦＩＬＥ用ワーク領域に一時記憶する。その後画像ファイ
ルは、記録用の画像データに変換される。
【００５２】
画像ファイルを記録媒体１７７に記録する場合には、該画像ファイルは記録媒体インター
フェース１７９に対して出力される。そして記録媒体インターフェース１７９は、取得し
た画像ファイルを記録媒体装着部１７８を介して順次記録媒体１７７に記録する処理を行
う。なお、このとき情報処理手段１８０が静止画サムネイル及び動画サムネイルを生成し
て、主画像と関連付けて記録媒体１７７に記録する処理を実施してもよい。
【００５３】
また、画像ファイルを送受信手段１５７を介して他の通信器機に出力する場合には、情報
処理手段１８０は前記生成した画像ファイルを、送受信手段１５７に出力する処理を行う
。前記画像ファイルを取得した送受信手段１５７は、通信コネクタ１６２を介してパソコ
ンや携帯端末等の他の通信器機と通信接続を開始して、画像ファイルを送信する処理を行
う。
【００５４】
なお、上記の説明では本発明に係る画像処理装置を撮像手段を備えた電子カメラとした実
施の形態で説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、画像処理装置が画像を
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外部の機器から取得して画像処理及び画像の記録を実施するパソコンであっても、本発明
の目的を達成することが可能である。
【００５５】
図４に、記録媒体１７７等の記録手段に記録される画像ファイルとそのディレクトリをツ
リー表示した説明図を示す。
【００５６】
同図に示すように、記録媒体１７７の情報記録領域にはルートディレクトリ「Ｒｏｏｔ」
が設けられており、そのルートディレクトリには利用者が生成した「００１Ｖａｃａｔｉ
ｏｎ」のディレクトリと、「００２Ｂｉｒｔｈｄａｙ」のディレクトリとが設けられてい
る。
【００５７】
「００１Ｖａｃａｔｉｏｎ」のディレクトリには、「ＤＳＣＦ０００１．ＪＰＧ」等の静
止画像の画像ファイル群と、「ＤＳＣＦ０００４．ＡＶＩ」等の動画像の画像ファイル群
が記録されている。
【００５８】
また、「００２Ｂｉｒｔｈｄａｙ」のディレクトリには、「ＤＳＣＦ０００１．ＪＰＧ」
等の静止画像のファイル群と、「ＤＳＣＦ０００２．ＡＶＩ」等の動画像のファイル群が
記録されている。
【００５９】
上記の実施例では、ファイル名の末尾に「．ＪＰＧ」や「．ＡＶＩ」等の拡張子を付与し
て、そのファイルが静止画像のファイルであるか又は動画像のファイルであるかを識別可
能にしている。また同図に示すように、３桁のディレクトリ番号（００１又は００２等）
と４桁のファイル番号（０００１、０００２等）とからなる７桁のコマ番号を作成するこ
とによって、画像ファイルを特定することが可能となるとともに画像ファイルを管理する
ことが可能となっている。なおファイル名は、特に利用者が指定しない限り、動画像、静
止画像共に連番で発番したファイル名が自動で付与される。
【００６０】
図５に、静止画像が記録されている画像ファイルの構造を示す。
【００６１】
同図に示すように、画像ファイルには、静止画主画像に関する付属情報が記載されている
部分と、静止画主画像の静止画サムネイル（１６０×１２０の画素の縮小画像）が記録さ
れている部分と、静止画主画像が記録されている部分とが設けられている。なお、静止画
主画像は、例えば１２８０×９６０の画素数のＪＰＥＧ圧縮画像データである。一方前記
静止画サムネイルは、例えば１６０×１２０の画素数のＪＰＥＧ圧縮画像データであり、
静止画主画像のデータを空間的に縮小したものである。
【００６２】
図６に、動画像が記録されている画像ファイルの構造を示す。
【００６３】
同図に示すように、画像ファイルには、当該動画像に関する付属情報が記載されている部
分と、当該動画像の代表画の静止画サムネイル（１６０×１２０の画素サイズ）が記録さ
れている部分と、当該動画像が記録されている部分（６４０×４８０画素の静止画が複数
フレーム記録されている部分）と、動画サムネイルが記録されている部分（動画主画像を
１６０×１２０の画素サイズ等に縮小した動画像であって、フレーム数は動画主画像より
も少なくてもよい）とが設けられている。なお、サムネイルの画素数は上記の１６０×１
２０のサイズに限定されるものではなく、携帯端末３０側の表示能力に合わせて１００×
１００の画素数等に変換して記録するようにしてもよい。
【００６４】
画像ファイルの付属情報の記録部分には、前記静止画像の画像ファイルの付属情報部分に
記録されている情報と同様な撮影情報の他に、画素数、フレームレート、総フレーム数等
の動画像特有の情報も記録されている。
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【００６５】
上述の通り、静止画サムネイル及び動画サムネイルは１６０×１２０の画素数のＪＰＥＧ
圧縮データであるので、両者のサムネイルを共通で取り扱うことが可能となる。また、動
画像ファイルの静止画サムネイルは、動画主画像の代表画像の内容を代表するフレームを
空間的に縮小したものである。電子スチルカメラの場合、一般に一度に記録可能な動画撮
影時間はさほど長くないので、先頭フレームやシーンチェンジ部を代表フレームとして動
画像の静止画サムネイルを作成することが可能である。
【００６６】
図７に、本発明に係る携帯端末の外観図を示す。
【００６７】
同図に示すように、携帯端末３０には、画像その他の各種の情報を表示するとともに利用
者が情報を入力するタッチパネルから構成されている表示手段３６８と、電源スイッチ３
０５と、当該携帯端末３０が動作状態であることを利用者に通知する電源のパイロットラ
ンプが設けられている。
【００６８】
利用者は、表示手段３６８に表示されているアイコンボタンやメニューを付属のタッチペ
ンで指示（タップ）したり、表示手段３６８の文字入力エリアに割り当てられている文字
入力認識手段を利用して、コマンドや文字の入力を実施することが可能となっている。
【００６９】
図８に、本発明に係る携帯端末３０の信号処理系ブロック図を示す。
【００７０】
同図に示すように、携帯端末３０の情報送受信部には、電子カメラ１０等の通信機器と近
距離の無線通信を実施するアンテナ３５６と、情報を無線により送受信するために所定の
形式にデータを変換する送受信手段３５７（送信手段、受信手段）とが設けられている。
【００７１】
また、携帯端末３０には、画像や文字等の情報を表示する表示手段３６８と、表示用の画
像データを一時的に記憶しておくフレームメモリ３７１と、フレームメモリ３７１に記録
されている表示用の画像データを読み出して表示手段３６８が表示するのに適した表示用
の画像信号に変換して出力する表示制御手段３７２と、表示手段３６８に表示されている
アイコン等を利用者が指定したことを示す情報や、利用者が入力した文字情報を読み取る
タッチパネル３６９と、タッチパネル３６９を介して利用者が入力した情報を情報処理手
段３８０に対して出力するタッチパネル制御手段３７０とが設けられている。
【００７２】
また、携帯端末３０には、利用者が電源スイッチ３０５等の入力手段３７４を介して入力
した各種情報を読み取って後述する情報処理手段３８０に伝達したり、情報処理手段３８
０から取得した指示に基づいて電源のパイロットランプ（ＬＥＤ）等の通知手段に表示指
令を出力するＩ／Ｏ３７５とが設けられている。
【００７３】
また、携帯端末３０には、記録媒体３７７を着脱可能に装着する記録媒体装着部３７８と
、記録媒体３７７に対して画像データ等の情報を記録したり読み出したりする記録媒体イ
ンターフェース３７９とが設けられている。なお、記録媒体３７７は、前記記録媒体１７
７と同様の着脱可能な記録媒体である。
【００７４】
また、携帯端末３０には、携帯端末３０の全体の制御を行う情報処理手段（ＣＰＵ）３８
０と、情報処理手段３８０を動作させるプログラムや各種定数が記録されているＲＯＭや
情報処理手段３８０が処理を実行する際の作業領域となる記録手段であるＲＡＭとから構
成されるメモリ３８１と、携帯端末３０の処理に関する各種定数や電子カメラ１０と情報
の送受信を実施する際に用いる接続情報等の情報を記録する不揮発性メモリ３８２と、時
刻を刻むカレンダ時計３９０と、時刻を計数するタイマ３９０Ａと、当該携帯端末３０を
動作させる電力を供給するバッテリ３９１Ａ及び電源３９１とが設けられている。
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【００７５】
同図に示すように携帯端末３０内の情報処理手段３８０と、Ｉ／Ｏ３７５、メモリ３８１
、カレンダ時計３９０等を含む各周辺回路はバス３９９で接続されており、情報処理手段
３８０は各々の周辺回路を制御することが可能であるとともに、情報処理手段３８０が実
行する処理プログラムに基づいて周辺の各回路を制御することが可能となっている。
【００７６】
近距離用の無線通信手段は、電波、超音波、赤外線等の光を搬送波に用いた通信手段であ
る。電波を用いる場合には、無線ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）やＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ等の無線通信の仕様に基づいてもよい。
【００７７】
なお、上記の説明では携帯端末３０について説明したが、記録手段、通信手段等を備えた
通信機器であれば、携帯電話や電子手帳等の通信端末であってもよい。
【００７８】
送受信手段３５７（送信手段）は、動画サムネイルの画素数若しくは階調又はフレームレ
ートに関する動画サムネイル情報を他の通信機器に送信することが可能となっている。ま
た、送受信手段３５７（受信手段）は、静止画主画像や動画主画像、動画サムネイル及び
静止画サムネイルを他の通信機器から受信することが可能となっている。
【００７９】
また表示手段３６８は、前記送受信手段３５７が他の通信機器から受信した静止画主画像
や動画主画像、動画サムネイル及び静止画サムネイルを表示することが可能となっている
。
【００８０】
また携帯端末３０では、送受信手段３５７を介して電子カメラ１０から画像ファイルを受
信して、当該受信した画像ファイルに記録されている静止画像や動画像を読み出して伸張
処理を実施して、表示手段３６８に表示することが可能となっている。一般に携帯端末３
０は、電子カメラ１０とは異なって画像を扱う専門の機器ではないので、ハードウェアに
よる画像の解凍処理回路や画像処理回路を備えていない。したがって、情報処理手段３８
０が実施するソフトウェア処理に基づいて画像処理を実施しているので、画像の再生処理
速度は低いものとなっている。特に画像処理の負荷が重い動画像の再生処理では、画素数
やフレームレート、階調その他の面で再生対応可能な画像処理に制限が生じることとなる
。
【００８１】
例えば、携帯端末３０にて無線通信インターフェースを介して受信した動画像（送受信手
段３５７を介して受信した動画像）のストリーム画像データのリアルタイムの再生能力と
して、１６０×１２０の画素数８ビットの階調で最大２０ｆｐｓ（毎秒２０フレーム）ま
でという制限がある場合などである。携帯端末３０が受信した動画像データを再生する場
合には、再生時に一端前処理を行い、解凍処理を行ったうえで自機種の再生画素数に合わ
せておいてから、再生表示を開始する。
【００８２】
図９及び図１０は、電子カメラ１０と携帯端末３０間で実施する通信処理のフローを示し
た図である。
【００８３】
同図に示すように、Ｓ１０「無線通信モード」では、利用者が電子カメラ１０に設けられ
ているモード切替ダイヤル１０７を操作して「Ｗｉｒｅｌｅｓｓ」のモードに設定する。
すると、電子カメラ１０の処理モードは、無線通信の待機モード（ステップＳ１０）に設
定される。
【００８４】
一方、携帯端末３０の方も無線通信を実施する無線通信モードに設定する。すると、情報
処理手段３８０が実施する処理はステップＳ３０「無線通信モード」（以降Ｓ３０のよう
に省略して記載する）に分岐してきて、携帯端末の処理モードを無線通信モードに設定す
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る。
【００８５】
携帯端末３０が無線通信モードに設定されると、処理は次のＳ３２「接続機器選択（カメ
ラを選択）」に進み、携帯端末３０の表示手段３６８には図１２に示す無線通信接続先機
器の選択表示がなされる。
【００８６】
図１２に、携帯端末３０の表示手段３６８に表示される無線通信接続先機器の選択表示の
説明図を示す。
【００８７】
同図に示すように、表示手段３６８には、現在の表示が無線通信接続先機器の選択表示で
あることを利用者に通知する表題「Wireless Communication」と、現在携帯端末３０の近
傍に存在していて無線通信の接続が可能な複数の通信機器のメニュー表示「Portable Pho
ne」と、「Digital Camera」と、「Portable Audio Player 」とが表示されている。なお
、更に複数の無線通信可能な通信機器が存在する場合には、利用者が上スクロール用の△
ボタンや▽ボタンのアイコンを指定する（スタイラス若しくはタッチペン等でタップする
）ことによって、現在表示されていない他の通信機器をスクロール表示することが可能と
なっている。
【００８８】
利用者が無線通信を実施する所望の通信機器を選択（同図に示す例では△ボタン及び▽ボ
タンをタップしてスクロールし、縁取られている真中の段にある「Digital Camera」が選
択される）してから「接続」のアイコンをタップすると、電子カメラ１０のＭＡＣアドレ
スに対して無線通信の接続及び確立処理が開始される。なお、電子カメラ１０のＭＡＣア
ドレスは、予め携帯端末３０の不揮発性メモリ３８２に記録しておく。
【００８９】
携帯端末３０が発した接続要求の情報を電子カメラ１０が受信すると、電子カメラ１０の
情報処理手段１８０は、受信した接続要求の情報に基づいて携帯端末３０と無線通信を確
立する処理を開始する。電子カメラ１０と携帯端末３０の間での通信接続が確立されると
、情報処理手段１８０は携帯端末３０に対して接続完了の情報を出力する。
【００９０】
前記接続完了の情報を受信した携帯端末３０は、画像のリストを要求する旨の画像リスト
要求指示を電子カメラ１０に送信する。
【００９１】
電子カメラ１０が前記画像リストの要求指示を携帯端末３０から取得すると、情報処理手
段１８０が実施する処理はＳ１２「画像リスト再生」に進み、記録媒体１７７の複数のデ
ィレクトリに記録されている複数の画像ファイルの中の付属情報を読み出して、図１５に
示す画像リストを作成して携帯端末３０に送信する処理を行う。
【００９２】
図１５に、記録媒体１７７に記録されている複数の画像ファイルの画像リストの作成例を
示す。
【００９３】
同図に示す画像リストの最初の列に記載されている「Ｓ」及び「Ｍ」の情報は、それぞれ
の画像ファイルに記録されている主画像が、静止画（Ｓｔｉｌｌ）であるか、又は動画（
Ｍｏｖｉｅ）であるかを示す情報である。次の列に記載されている「００１－０００１」
等の情報は画像ファイルを特定するコマ番号を表している。
【００９４】
また、次の列の「ＪＰＧ」及び「ＡＶＩ」は、記録されている画像ファイルが静止画の画
像ファイルであるか、又は動画の画像ファイルであるかを示すファイル種別情報である。
なお、扱うことが可能な画像の圧縮形式は、上記「ＪＰＧ」や「ＡＶＩ」の拡張子を有す
る圧縮形式に限定されるものではなく、他のいかなる圧縮形式であってもよい。そして次
の列には、画像ファイルに記録されている画像の横縦の画素数が記録されており、以降動
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画のフレームレート、当該画像ファイルのファイルサイズ、撮影年月日及び時刻などの情
報が記載されている。
【００９５】
電子カメラ１０が作成した画像リストを携帯端末３０が取得すると、情報処理手段３８０
は、画像リストに記載されている各画像の静止画サムネイルの送信要求指示を、送受信手
段３５７を介して電子カメラ１０に送信する。この静止画サムネイル要求は、例えば画像
リストに記載されている先頭の画像ファイルから順に送信する。なお、このとき当該携帯
端末３０で処理可能な画素数、階調その他の情報を含む静止画のサムネイル要求を電子カ
メラ１０に対して送信してもよい。
【００９６】
前記静止画サムネイル要求を受信した電子カメラ１０の情報処理手段１８０は、Ｓ１４「
静止画サムネイル抽出（００１－０００１）」にて、取得した静止画サムネイル要求に該
当する画像ファイルの静止画サムネイルを読み出して、送受信手段１５７を介して携帯端
末３０に送信する処理を行う。携帯端末３０に対して送信する静止画サムネイルのデータ
は、複数のパケットに分割してから携帯端末３０に送信されるが、このとき電子カメラ１
０の情報処理手段１８０は、合計の転送時間Ｔ（秒）をタイマ１９０Ａを用いて計測する
。そして、計測した合計の転送時間Ｔ（秒）と、送信した静止画サムネイルの画像データ
のサイズＳ（ＫＢ）から、無線通信インターフェースの実効転送レートＲ（ＫＢ／Ｓ）＝
Ｓ／Ｔを計算するようにしてもよい。
【００９７】
以降携帯端末３０が出力した静止画サムネイルの送信要求に対して、電子カメラ１０がＳ
１６「静止画サムネイル抽出（００１－０００２）」等の処理を繰り返して実施する。
【００９８】
なお、上記の説明では、通信接続後に静止画サムネイルを一括して予め電子カメラ１０か
ら携帯端末３０に送信する実施例で示してあるが、一括して送信せずに、携帯端末３０の
表示手段３６８に表示される静止画サムネイルのみを、表示のスクロールに応じて順次送
信するようにしてもよい。
【００９９】
携帯端末３０が画像リストに記載されている全画像のサムネイルの取得を完了すると、携
帯端末３０の情報処理手段３８０が実施する処理はＳ３４「静止画サムネイル表示　画像
セレクト」に進む。
【０１００】
Ｓ３４で情報処理手段３８０は、表示手段３６８に図１３に示す静止画サムネイルの一覧
表示を行って、利用者に通知する。
【０１０１】
図１３は、携帯端末３０の表示手段３６８に表示される静止画サムネイルの一覧表示例を
示す図である。
【０１０２】
同図に示すように、表示手段３６８には、電子カメラ１０の記録媒体１７７に記録されて
いる複数の静止画及び動画の一覧表示として、複数の静止画サムネイルが表示されている
。なお、動画像が記録されている画像ファイルの静止画サムネイルと、静止画像が記録さ
れている画像ファイルの静止画サムネイルとを同じ画素数又は画像サイズとすることによ
って、動画像と静止画像とで別々のサムネイル表示欄を設けずに、一律に表示することが
可能となる。
【０１０３】
また、サムネイルの右側には、当該サムネイルの画像ファイルを特定するコマ番号と、画
像ファイルに記録されている画像が動画像であるか静止画像であるかを識別する「スチル
」、「ムービー」の表示と、当該画像の撮影年月日と、当該画像ファイルのファイルサイ
ズなどの情報が表示されている。
【０１０４】



(13) JP 4296376 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

また表示手段３６８には、表示されている静止画サムネイルを上スクロール又は下スクロ
ールすることによって、他の静止画サムネイルを表示する指示を入力する△ボタンや▽ボ
タンのアイコンと、所望の画像が無い場合に電子カメラ１０との通信を切断する指示を入
力する「切断」アイコンとが表示されている。
【０１０５】
また、表示手段３６８には、縁取られている真中の段にある静止画サムネイルを選択して
、当該静止画サムネイルの主画像を電子カメラ１０から取得することを指示する「ＧＥＴ
」ボタンと、縁取られている真中の段にある動画像の静止画サムネイルを選択することに
よって当該動画像ファイルに記録されている動画サムネイルを電子カメラ１０から取得す
ることを指示する「確認」アイコンとが表示されている。
【０１０６】
なお、静止画像ファイルの静止画サムネイルが選択されている場合には、対象となる静止
画像ファイルには動画サムネイルは存在しないので、「確認」アイコンが無効であること
を示す「グレーアウト表示」をすることによって、利用者にその旨を通知するようにして
いる（図１３には図示せず）。
【０１０７】
利用者が、静止画サムネイルの一覧表示を閲覧しながら上下アイコンをタップして静止画
サムネイルをスクロールし、縁取られている真中の段にある静止画サムネイルを選択する
場合について説明する。
【０１０８】
例えば利用者が、静止画サムネイル（例えば００１－０００４）を選択して、「確認」の
アイコンをタップすると、携帯端末３０の情報処理手段３８０が実施する処理はＳ３６「
セレクトした画像（００１－００００４）を確認」に進む。Ｓ３６で情報処理手段３８０
は、動画像のコマ番号と、当該携帯端末３０で処理可能な画素数、階調、フレームレート
その他の情報を含む動画のサムネイル要求を電子カメラ１０に対して送信する。
【０１０９】
電子カメラ１０が、前記動画のサムネイル情報を受信すると、情報処理手段１８０が実施
する処理は、Ｓ２０「動画サムネイル仕様（フレームレート）決定」に進み、以下に示す
ようにして作成する動画サムネイルの仕様を決定する処理を行う。
【０１１０】
図１１は、電子カメラ１０における動画サムネイルの仕様を決定するアルゴリズムのフロ
ーチャートである。
【０１１１】
電子カメラ１０と携帯端末３０とが無線による通信を確立すると、情報処理手段１８０が
実施する処理はＳ１００「スタート」からＳ１０２「実効転送レートを取得（Ｒ）」に進
む。
【０１１２】
Ｓ１０２で情報処理手段１８０は、Ｓ１４以降で実際に送信した静止画サムネイルの実効
転送レート（Ｒ）を取得する処理を行う。
【０１１３】
次のＳ１０４「ＰＤＡが要求する動画サムネイル画素数を取得」で情報処理手段１８０は
、利用者が携帯端末３０（ＰＤＡ）を操作して選択した閲覧を希望する動画像の動画サム
ネイルの画素数を携帯端末３０から取得する処理を行う。
【０１１４】
動画サムネイルを生成する際の画素数は、携帯端末３０から送信されてくる動画サムネイ
ルの要求情報に、動画像のコマ番号と一緒に携帯端末３０で再生可能な仕様（画素数とフ
レームレート）が指定されている場合には、電子カメラ１０の情報処理手段１８０は、携
帯端末３０から受信した画素数の仕様に基づいて動画サムネイルを生成する処理を行う。
【０１１５】
次のＳ１０６「動画サムネイル画素数に対する動画サムネイルの１フレームデータサイズ
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を算出（ＦＳ）」で情報処理手段１８０は、携帯端末３０から指定された画素数に基づい
て、１フレーム当たりのデータ量（データサイズ）を算出する処理を行う。例えばここで
は、画像ファイルに記録されている動画主画像の先頭フレームを、指定された画素数に実
際に圧縮する処理を行って、１フレーム当たりのデータ量を算出するようにしてもよい。
【０１１６】
次のＳ１０８「最大フレームレートを算出　ＦＲmax ＝Ｒ／ＦＳ」にて情報処理手段１８
０は、Ｓ１０６で算出した動画１フレーム当たりのデータ量と、上記Ｓ１０２で算出した
通信インターフェースの実効転送レートから、実際に送信可能な動画サムネイルのフレー
ムレート（ＦＲmax ）を計算する。
【０１１７】
次のＳ１１０「ＰＤＡが要求するフレームレートを取得（ＦＲ１、ＦＲ２、…、ＦＲn ）
」にて、携帯端末３０が要求するフレームレートを取得する処理を行う。
【０１１８】
次のＳ１１２「ＦＲ１、ＦＲ２、…、ＦＲn の中から、ＦＲmax を超えない最大の値を動
画サムネイルのフレームレートＦＲとする」で情報処理手段１８０は、携帯端末３０から
提示さたフレームレートを超えない値であって、実際に送信可能な動画サムネイルのフレ
ームレートを超えない最大のフレームレートを選択して、その最大のフレームレートを採
用する処理を行って、Ｓ１１４「終了」に進む。以上のようにして電子カメラ１０の情報
処理手段１８０は、許容される範囲内でなるべく自然に見える最大の動画サムネイルのフ
レームレートを決定することが可能となっている。
【０１１９】
図１０に示すＳ２２「動画サムネイル生成」では、Ｓ２０にて決定した画素数及びフレー
ムレートから実際に動画サムネイルを生成する処理を行う。具体的には、まず時間方向に
フレームを間引き、次に間引いた各フレームをリサイズして（縮小して）画像を再圧縮す
る。
【０１２０】
こうして作成された動画サムネイルは、例えば実際のフレームレートに合わせて実時間で
携帯端末３０に対してにアイソクロノス転送する。情報処理手段３８０はＳ３８にて、受
信した動画サムネイルの各フレームを表示手段３６８（図１３参照）の静止画サムネイル
の領域に刻々表示する。
【０１２１】
なお、前記表示手段３６８に表示する動画サムネイルは、電子カメラ１０側において一括
して生成し、１つの画像ファイルとして携帯端末３０に対して送信するようにしてもよい
。その画像ファイルを受信した携帯端末３０側では、画像ファイルから動画サムネイルを
読み出して解凍処理を実施し、所定のフレームレートで動画サムネイルを表示手段３６８
に再生表示する処理を行う。
【０１２２】
ここで利用者は、表示されている動画サムネイルの中身を確認して、当該画像が閲覧を所
望するターゲット画像をであることを確認した場合には、表示手段３６８に表示されてい
る「ＧＥＴ」アイコンを選択する。すると情報処理手段３８０が実施する処理は、Ｓ４０
「セレクトした画像（００１－０００４）をＧＥＴ」に進む。
【０１２３】
Ｓ４０にて情報処理手段３８０は、「ＧＥＴ」アイコンが選択されたことを受けて、コマ
番号００１－０００４の動画主画像の送信要求（画像ファイル要求）を電子カメラ１０に
対して送信する。
【０１２４】
電子カメラ１０が前記画像ファイル要求を受信すると、情報処理手段１８０が実施する処
理は、Ｓ２４「画像ファイル読み出し（００１－０００４）」の処理に進み、記録媒体１
７７に記録されている００１－０００４のコマ番号の画像ファイルを読み出す処理を行う
。そして、情報処理手段１８０は、送受信手段１５７を介して、該読み出した００１－０
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００４の画像ファイルを携帯端末３０に対してパケット送信する処理を行う。なお、この
とき電子カメラ１０は、携帯端末３０の表示手段３６８の表示能力に合わせて動画主画像
の解像度やフレームレートを変換してから送信するようにしてもよい。
【０１２５】
前記画像ファイル００１－０００４を携帯端末３０が受信すると、情報処理手段３８０が
実施する処理は、Ｓ４２「取得画像表示」に進み、受信した画像ファイルに含まれている
動画主画像を読み出して、解凍処理等の画像処理を実施した後に、表示手段３６８に表示
する処理を行う。
【０１２６】
図１４に、表示手段３６８に動画像が表示されている表示例を示す。
【０１２７】
電子カメラ１０から受信した動画主画像のデータは、図１４に示すように表示手段３６８
に高画素表示される。このようにして利用者は携帯端末３０を操作して、電子カメラ１０
に記録されている所望の画像を選択して閲覧することが可能となる。また、利用者が表示
されている動画像の閲覧を中止する場合には、例えば表示手段３６８に表示されている「
切断」アイコンをタップして（選択して）通信接続を切断する指示を入力する。
【０１２８】
また、引き続き他の画像を取得して表示を希望する場合には、利用者は「戻る」アイコン
をタップする。すると表示手段３６８の表示は図１３に示した静止画サムネイルの一覧表
示に戻るので、再び他の所望の画像を選択して同様な操作を繰り返すことが可能である。
【０１２９】
なお、電子カメラ１０に記録されている画像ファイルに、画像とともに音声が付帯して記
録されている場合には、動画サムネイルと共にデータ量を少なく圧縮処理した音声データ
（サンプリング周波数を落とした音声データ等）を貼付するようにしてもよい。
【０１３０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る画像処理装置によれば、動画主画像の画素数、階調、フ
レーム数を減少させる動画サムネイル生成手段と、動画主画像の代表画像に対して画素数
若しくは階調を減少する処理を実施する静止画サムネイル生成手段と、動画主画像と動画
サムネイルと静止画サムネイルとを関連付けて記録する画像記録手段とを備えたので、携
帯端末側で処理するのに適切なサイズの動画サムネイル及び静止画サムネイルを生成する
ことが可能となる。
【０１３１】
また、他の発明の形態によれば、携帯端末等から動画サムネイル情報を受信する受信手段
と、受信手段が受信した動画サムネイル情報に基づいて画素数、階調、フレーム数を減少
させる処理を実施する動画サムネイル生成手段と、動画主画像と動画サムネイルとを関連
付けて記録する画像記録手段又は動画主画像と動画サムネイルとを関連付けて他の通信機
器に送信する送信手段とを備えたので、動画像の取得側の通信機器の再生環境を取得して
、動画像の取得側の通信機器の再生環境に適合した動画像を送信することが可能となる。
【０１３２】
また、他の発明の形態によれば、他の通信機器から動画サムネイルの画素数、階調、フレ
ームレートに関する動画サムネイル情報、及び、静止画サムネイルの画素数、階調に関す
る静止画サムネイル情報を受信する受信手段と、前記受信した動画サムネイル情報に基づ
いて動画主画像に対して動画像の画素数、階調、フレーム数を減少させる処理を実施する
動画サムネイル生成手段と、前記受信した静止画サムネイル情報に基づいて動画主画像の
代表画像に対して画素数若しくは階調を減少する処理を実施する静止画サムネイル生成手
段と、動画主画像と動画サムネイルと静止画サムネイルとを関連付けて記録する画像記録
手段、又は、動画主画像と動画サムネイルと静止画サムネイルとを関連付けて他の通信機
器に送信する送信手段とを備えたので、動画像及び静止画像の取得側の通信機器の再生環
境を取得して、動画像及び静止画像の取得側の通信機器の再生環境に適合した動画像を送
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信することが可能となる。
【０１３３】
また、他の発明の形態によれば、動画サムネイルの画素数若しくは階調又はフレームレー
トに関する動画サムネイル情報を画像処理装置等に送信する送信手段と、動画サムネイル
を画像処理装置等から受信する受信手段と、前記受信手段が受信した動画サムネイルを動
画として表示する表示手段とを備えたので、動画サムネイル情報に基づいた動画像を画像
処理装置等から素早く受信するとともに表示することが可能となる。
【０１３４】
本発明によれば利用者は、静止画サムネイル、若しくは動画サムネイルを携帯端末側で閲
覧することによって、電子カメラの記録手段等に記録されている動画像を確認することが
可能となる。また、画像データ量の大きい動画サムネイルの取得は閲覧の必要性に応じて
行われるために、利用者の不要な待ち時間を少なくすることが可能となり、快適な画像の
閲覧操作を実施することが可能となる。
【０１３５】
また本発明によれば、動画像を確認するための動画サムネイルは、画像取得側の携帯端末
の画像処理能力や通信インターフェースの実効通信速度等により最適なサイズに調整され
るので、利用者の待ち時間が最小化されるとともに、見苦しいコマ落ちが発生することな
く確実に動画サムネイルの表示を行うことが可能となる。
【０１３６】
また本発明によれば、動画像のプルモデルにおいて、画像を取得する側で利用者は、動画
像の内容確認を高速かつ確実に実施することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る画像処理装置の一形態である電子カメラの外観斜視図
【図２】本発明に係る画像処理装置の信号処理系ブロック図
【図３】モード切替ダイヤルに設けられている各種設定モードの表示例を示す図
【図４】画像ファイルとそのディレクトリをツリー表示した説明図
【図５】静止画像が記録されている画像ファイルの構造を示す図
【図６】動画像が記録されている画像ファイルの構造を示す図
【図７】本発明に係る携帯端末の外観図
【図８】本発明に係る携帯端末の信号処理系ブロック図
【図９】電子カメラと携帯端末との間で実施する通信処理の流れを示した図
【図１０】電子カメラと携帯端末との間で実施する通信処理の流れを示した図
【図１１】電子カメラにおける動画サムネイルの仕様を決定するアルゴリズムのフローチ
ャート
【図１２】携帯端末の表示手段に表示される無線通信接続先機器の選択表示の説明図
【図１３】携帯端末の表示手段に表示される静止画サムネイルの一覧表示例
【図１４】表示手段に動画像が表示されている例を示す図
【図１５】記録媒体に記録されている複数の画像ファイルの画像リスト作成例
【符号の説明】
１０…電子カメラ、３０…携帯端末、１００…レンズ鏡胴、１０６…レリーズボタン、１
０７…モード切替ダイヤル、１１３…十字ボタン、１５０…撮像手段、１５３…画像処理
手段、１５４…Ａ／Ｄ変換器、１５６…アンテナ、１５７…送受信手段、１６２…通信コ
ネクタ、１６７…圧縮伸張手段、１６８…表示手段、１６９…ＯＳＤ、１７１…フレーム
メモリ、１７２…Ｄ／Ａ変換器、１７４…入力手段、１７５…Ｉ／Ｏ、１７７…記録媒体
、１７８…記録媒体装着部、１７９…記録媒体インターフェース、１８０…情報処理手段
、１８２…不揮発性メモリ、１８３…ＲＯＭ、１８４…ＲＡＭ、１９０…カレンダ時計、
１９０Ａ…タイマ、１９３…発光手段、１９４…発光制御手段、１９９…バス、３５６…
アンテナ、３５７…送受信手段、３６８…表示手段、３６９…タッチパネル、３７０…タ
ッチパネル制御手段、３７１…フレームメモリ、３７２…表示制御手段、３７４…入力手
段、３７５…Ｉ／Ｏ、３７７…記録媒体、３７８…記録媒体装着部、３７９…記録媒体イ
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９０…カレンダ時計、３９０Ａ…タイマ、３９９…バス

【図１】 【図２】



(18) JP 4296376 B2 2009.7.15

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(19) JP 4296376 B2 2009.7.15
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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